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平成３０年労第４７３号 

 

主  文 

労働基準監督署長が、平成３０年３月１６日付けで再審査請求人に対してした労働

者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料の支給に関する処分は、いずれもこ

れを取り消す｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 再審査請求人（以下「請求人」という。）の亡家族（以下「被災者」という。）

は、昭和６３年４月５日、会社Ａ（現：会社Ｂ。以下「会社」という。）に雇用さ

れ、医療用医薬品等の卸売りにかかる営業職として勤務していた。 

２ 被災者は、会社Ｃ支店事務所（以下「Ｃ支店事務所」という。）で勤務し、平成

○年○月○日に会社Ｄ支店の病院課の課長へ昇格したが、同月○日、体調不良を

訴え、Ｅ医療機関に受診し、「抑うつ状態」と診断された。その後、被災者は同月

○日、自宅近くのマンションから墜落し死亡した。 

３ 請求人は、被災者の死亡は業務上の事由によるものであるとして、遺族補償給

付及び葬祭料の請求をしたところ、労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）

は、被災者の死亡は業務上の事由によるものと認め、給付基礎日額を１万７４１

１円とし、平成２９年５月３１日付けで遺族補償給付及び葬祭料を支給する旨の

処分をした（以下「原処分」という。）。 

  請求人は、原処分の給付基礎日額を不服として、労働者災害補償保険審査官（以

下「審査官」という。）に対し審査請求をしたところ、審査官は、平成３０年１月

３０日付けで、原処分を取り消す旨の決定をした（以下「前回決定」という。）。  

４ 本件は、監督署長が前回決定を受け、給付基礎日額を改めて１万７４２０円と

算定して平成３０年３月１６日付けで遺族補償給付及び葬祭料を支給する旨の処

分（以下「本件処分」という。）をしたことから、さらに、請求人が本件処分の給

付基礎日額を不服として同処分の取消しを求める事案である。 

５ 請求人は、審査官に対し審査請求をしたところ、審査官が平成３０年１１月２
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７日付けでこれを棄却する旨の決定をしたことから、更にこの決定を不服として

本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

 （略） 

２ 原処分庁 

 （略） 

第４ 争  点 

遺族補償給付及び葬祭料の支給に係る給付基礎日額が１万７４２０円を超えるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 前提事実 

（略） 

２ 当審査会の事実認定及び判断 

（１）労働者災害補償保険法第８条に規定する給付基礎日額については、労働基準

法（以下「労基法」という。）第１２条の平均賃金に相当する額とすることとさ

れ、同条第１項において、平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発

生した日以前３か月間（平成２７年７月１日から同年９月３０日まで。以下「本

件算定期間」という。）に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算

定することとされている。この場合の「支払われた賃金の総額」には、現実に支

払われている賃金に限らず、実際に支払われていないものであっても、算定事

由発生日において、既に債権として確定している賃金を含むと解される。 

（２）請求人は、被災者は１日当たり１０時間程度就労しており、未払の時間外労働

手当があると主張するので、以下検討する。 

（３）ア 被災者の労働時間の把握について 

被災者は、本件算定期間において、事業場内において実施する業務（以下

「内勤」という。）と担当する顧客先である病院を訪問する営業業務（以下

「外勤」という。）に従事していた。その中で、被災者の出社時刻と退社時

刻が記録されているものの、内勤、外勤に係る労働時間や外勤時の具体的

な顧客先訪問等の業務実績は記録されておらず、労働時間は正確に把握さ
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れていない。 

イ 被災者の勤務実態について 

このため、会社作成の「Ｃ支店での１日の平均的な業務内容」、並びに被

災者と同様の業務を担当するＦ、Ｇ及びＨの自らの就労実態に関する申述

などを基に被災者の勤務実態を推測したところ、被災者は、おおむね、午前

８時前に出社し、午前８時頃から内勤、昼前にＣ支店事務所を出発し、外勤

を行い、途中休憩をはさんで、午後５時半頃に支店事務所に戻り、内勤した

後、午後７時から午後８時頃に退社していたものと認められる。したがっ

て、外勤時間は、途中の休憩時間を含めて昼前頃から午後５時半頃までの

おおむね６時間程度と認められる。 

なお、Ｉは、「顧客先までの移動時間と手待ち時間は休憩だと思ってい    

ますので」と述べているが、外勤中の移動時間及び訪問先での待機時間な

どは原則として労働時間と解され、上記Ｆら会社関係者の申述からしても、

外勤中に１時間を超えるような休憩時間を取得していたとの事情は認めら

れない。 

      ウ 外勤時間について 

        外勤時間について、会社と会社の労働組合が締結した労基法第３８条の

２に基づく「事業場外みなし労働時間制に関する協定書」には、「病院専門

担当については、１日５時間とする。」とされている。被災者にこの協定の

適用がある場合は、外勤時間は５時間と算定することとなる。なお、被災者

の外勤の実態は、不特定多数の顧客先を訪問あるいは顧客先の開拓等を行

うものではなく、限定された担当病院を巡回訪問するものであって、具体

的な訪問時間や訪問頻度等は被災者の裁量に任されていたものの、会社か

らの概括的な業務指示に基づき、その業務内容はおおむね想定されること

からすれば、日々の就労に当たり、支店事務所を出発した時刻及び戻った

時刻、訪問先とその所要時間など簡易な内容の報告を求めれば、営業業務

中の被災者の就労状況は比較的容易に把握できると思われ、労基法第３８

条の２の事業場外みなし労働時間制の適用がある労働者か否かは疑義のあ

るところである。仮に適用されないとしても、実態において、上記のイのと

おり、外勤中の労働時間がおおむね５時間と休憩時間が１時間であったと

推認されるので、事業場外みなし労働時間制の適用の有無にかかわらず、
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外勤時間は５時間であったとするのが妥当である。 

  エ 内勤時間について 

内勤時間についても、実態は把握されていないが、外勤時に取得した休憩    

以外に休憩を取得した事実は確認できないため、外勤時間５時間と休憩時

間１時間を除いた時間が内勤時間であるとするのが妥当である。 

オ 小 括 

以上のとおり、被災者の労働時間は、始業時刻から終業時刻までの時間か

ら休憩時間１時間を除いた時間（内勤時間と外勤時間）とみるべきであり、

１日当たりの被災者の所定労働時間である７時間３０分を超えた時間は、

時間外労働時間に該当する。 

これを、給付基礎日額の本件算定期間の初日である平成２７年７月１日

（以下「初日」という。）の労働時間に具体的に当てはめてみると、タイム

レコーダーの始業時刻が午前７時３７分、終業時刻が午後７時４５分であ

ることから、時間外労働時間は、始業から終業の間の１２時間８分から休

憩時間 1 時間を除いた１１時間８分から所定労働時間の７時間３０分を控

除した３時間３８分となる。 

（４）監督署長は、被災者には事業場外みなし労働時間制の適用があり、「所定みな

し時刻は午後８時」として、午後８時以降の就労についてのみ割増賃金を算定

して賃金総額を算出し、その根拠として、会社が午後８時以降の就労について

時間外労働として取り扱っていることを挙げる。監督署長は、上記の理由に基

づき、初日について、終業時刻が午後７時４５分のため、割増賃金は発生しない

と認定しているが、（３）に説示したとおり、初日だけについてみても、割増賃

金が必要な時間外労働時間は３時間３８分となる誤りがあって、本件算定期間

全体についても再調査の必要があることから、監督署長の認定及び本件処分は

明らかに誤りである。 

（５）以上のとおり、監督署長が午後８時以降の労働時間のみを割増賃金の対象と

して給付基礎日額を算定したことは失当である。 

４ 結  論 

よって、給付基礎日額を１万７４２０円とした本件処分は失当であるので、こ

れを取り消すこととして、主文のとおり裁決する。 
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令和２年３月１３日 

 


